
子ども・被災者支援法の概要（平成24年6月２7日施行）

■被災者生活支援等施策の推進

◆基本理念

○ 災害の状況、災害からの復興等に関する正確な情報の提供

○ 支援対象地域での居住・他地域への移動・帰還を自らの意思で行えるよう、いずれ
を選択しても適切に支援

○ 放射線による健康上の不安が早期に解消されるよう最大限の努力
○ 被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう適切な配慮
○ 子ども・妊婦に対する特別の配慮
○ 被災者の支援の必要性が継続する間の確実な実施

■背景
○ 東京電力原子力事故による放射性物質が広く拡散
○ 放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていない
○ 被災者の健康上の不安・生活上の負担
○ 特に子どもに配慮した支援の必要性

上記にのっとり、
政府が策定

地域住民、避難している者等
の意見を反映

◆基本方針

○ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向
○ 支援対象地域(*)に関する事項 (*)放射線量が、20mSV未満だが「一定の基準」以上の地域

○ 被災者生活支援等施策に関する基本的事項 等

０

被災者の不安の解消・安定した
生活の実現には、包括的な支援
法が必要

◆主な支援施策

対象地域内で生活する者
○ 就学援助
○ 食の安全・安心確保
○ 自然体験活動

避難先で生活する者
○ 住宅の確保
○ 学習支援
○ 就業支援

対象地域に帰還する者
○ 住宅の確保
○ 就業支援

その他
○ 健康診断


